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あなたの介護保険料は下記のとおり滞納となっています。
介護保険料を滞納されますと制度の運営に大きな支障をきたすため、介護保険法で
は滞納の方に対し、保険給付割合の変更をする措置が定められています。
２年以上の介護保険料滞納期間が生じますと、その後あなたが要介護又は要支援の
認定を受けて介護サービスを利用する際に、介護保険法第６９条の規定により、滞納
期間に応じて保険給付割合が通常の９割から７割に引き下げられる措置がとられます
ので、この旨予告いたします。
なお、特別な事情により納付が困難な場合等があるときは、　　　　課に相談して
ください。
記
　【介護保険料の滞納状況】
	年度
	保険料額
	納付額
	滞納額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	



※　上記は、　　　　年　　月　　日現在の滞納額です。行き違いで既に納入された
場合には、速やかに申し出てください。












